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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体の一端側に近接する当該筐体の主面部上に設けられた操作キー部と、当該筐体の他
端側に設けられたカメラ部とを備えた第１の筐体部と、
　上記第１の筐体部に重ねた状態でスライド操作可能に支持され、上記第１の筐体部の主
面部と相対向する面部の反対側の面部となる主面部に表示画面部が設けられた第２の筐体
部と、
　上記第２の筐体部が上記第１の筐体部全体と重なることで、該第２の筐体部で該第１の
筐体部の上記操作キー部及び上記カメラ部が覆われる位置を基準として、上記第２の筐体
部を上記第１の筐体部の他端側にスライドさせた場合に、上記操作キー部が露出する位置
で該第２の筐体部を固定する第１の位置と、上記第２の筐体部が上記第１の筐体部全体と
重なることで、該第２の筐体部で該第１の筐体部の上記操作キー部及び上記カメラ部が覆
われる位置を基準として、上記第２の筐体部を上記第１の筐体部の一端側にスライドさせ
た場合に、上記カメラ部が露出する位置で該第２の筐体部を固定する第３の位置と、上記
第１の位置或いは上記第３の位置を基準として、上記第２の筐体部を上記第１の筐体部全
体と重なるようにスライドさせた場合に、上記操作キー部及び上記カメラ部を覆う位置で
該第２の筐体部を固定する第２の位置との、少なくとも３つの位置に亘って、上記第２の
筐体部のスライド位置を固定するスライド位置固定部と
　を有する携帯端末装置。
【請求項２】
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　　上記第２の筐体部のスライド位置を検出するスライド位置検出部と、
　上記スライド位置検出部により、上記第２の筐体部が上記第３の位置であることが検出
された場合に、上記カメラ部により撮像を行うカメラモードを実行制御するカメラモード
実行制御部と
　を有する請求項１に記載の携帯端末装置。
【請求項３】
　上記カメラモードで撮像が行われた後に、上記カメラモードが実行された第３の位置か
ら上記操作キー部が露出する第１の位置に、上記第２の筐体がスライド操作されたことが
上記スライド位置検出部により検出された場合、上記カメラモードで撮像された静止画像
或いは動画像を添付ファイルとして添付したメールの入力画面を上記表示画面部に表示し
て、上記操作キー部の入力操作に対応したメールの作成を行うメールモードを実行制御す
るメールモード実行制御部を有する
　請求項２に記載の携帯端末装置。
【請求項４】
　上記カメラ部は、該カメラ部が露出する上記第３の位置で上記第２の筐体部が固定され
た際に、上記スライド方向の回転軸回りに回転操作可能で、所望の回転角度で固定可能に
上記第１の筐体部に取付けられている
　請求項１から請求項３のうち、いずれか一項に記載の携帯端末装置。
【請求項５】
　上記カメラ部の回転位置を検出する回転位置検出部と、
　映像情報を受信する映像情報受信部と、
　上記回転位置検出部により検出された上記カメラ部の回転位置が、該カメラ部を支持脚
として当該携帯端末装置を据え置くことが可能な回転位置であった場合に、上記映像情報
受信部により映像情報の受信を行う映像モードを実行制御する映像モード実行制御部と
　を有する請求項４に記載の携帯端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば携帯電話機，ＰＨＳ電話機（PHS：Personal Handyphone System），
ＰＤＡ装置（PDA：Personal Digital Assistant）等に適用して好適な携帯端末装置に関
し、特に、カメラ撮像，テレビジョン放送の視聴やモバイルムービー等の動画コンテンツ
の視聴，メール送受信等の各機能の使用状態に対応して最適な形態に変位可能とした携帯
端末装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日における携帯端末装置は、通話機能及び電子メール（携帯メール）の送受信機能の
他、カメラ装置を用いた撮像機能、Ｗｅｂブラウジング機能及びテレビ電話機能等の様々
な機能が設けられている。また、テレビジョン放送の受信機能によりテレビジョン放送も
視聴可能となりつつある。このため、文字，映像，画像等の表示対象を明確に表示するた
めに、より大きな表示画面部を設けることが望まれている。
【０００３】
　しかし、表示画面部の大きさと装置自体の大きさはトレードオフの関係にあり、表示画
面部を大型化すると装置自体が大型化し、反対に装置自体を小型化すると表示画面部も小
型化する。このため、特開２００１－２４７６２号の特許公開公報において、操作キー部
と表示画面部とをそれぞれ別個の筐体上に設けておき、これら各筐体を互いにスライド可
能に構成することで、表示画面部を大型化しつつも、装置自体の小型化を図った携帯電話
機が提案されている。
【０００４】
　この携帯電話機は、液晶表示部を覆う方向にキーパッドが設けられた筐体をスライドさ
せると、液晶表示部の一部のみが露出するかたちで、該筐体により液晶表示部が覆われ、
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装置の全長が短縮化される。この携帯電話機は、この短縮化された状態で携帯するように
なっている。
【０００５】
　この携帯状態においては、筐体のキーパッドが露出した状態となっているため、この携
帯電話機は、該短縮化した状態のままキーパッドを操作して音声通話が可能となっている
。なお、この携帯電話機は、前述のように液晶表示部を覆う方向にキーパッドが設けられ
た筐体をスライドさせると、液晶表示部の一部が露出するかたちで、該筐体により液晶表
示部が覆われるようになっており、この液晶表示部の露出した部分に、通話に必要な表示
がなされるようになっている。
【０００６】
　また、の携帯電話機は、キーパッドが設けられた筐体を、液晶表示部を露出する方向に
スライドさせると、液晶表示部全体が露出するようになっている。これにより、送受信し
たメール等の文字情報を液晶表示部全体に表示して確認可能となっている。
【０００７】
　このような携帯電話機は、キーパッドが設けられた筐体を、液晶表示部が設けられた筐
体を覆う方向及び露出する方向にスライド操作可能となっている。このため、携帯時には
、キーパッドが設けられた筐体を、液晶表示部が設けられた筐体を覆う方向にスライド操
作することで、当該携帯電話機自体を小型化して携帯することができる。
【０００８】
　また、キーパッドが設けられた筐体と、液晶表示部が設けられた筐体とが、別々の筐体
で形成されているため、液晶表示部が設けられた筐体の主面部を略々全面的に液晶表示部
のスペースとして用いることができる。このため、大型の液晶表示部を設けることを可能
とすることができる。
【特許文献１】特開２００１－２４７６２号公報（第３頁～第４頁：図２）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかし、特開２００１－２４７６２号の公開特許公報に開示されている従来の携帯電話
機は、全長を短縮化した状態で音声通話を可能とするために、該全長を短縮化した状態に
おいてもキーパッドの操作を有効とする必要があった。
【００１０】
　換言すれば、従来の携帯電話機は、キーパッドが設けられた筐体を、液晶表示部を覆う
方向にスライド操作した場合、及び液晶表示部を露出する方向にスライド操作した場合、
いずれの場合もキーパッドが操作可能な状態となっている（＝常時、キーパッドが操作可
能な状態となっている。）。
【００１１】
　このため、この従来の携帯端末装置は、カバンやポケットに入れて携帯している最中に
、キーパッドが誤操作される恐れがあった。
【００１２】
　一方、今日における携帯端末装置には、音声通話機能，メール送受信機能の他、テレビ
電話機能，カメラ機能，テレビジョン放送受信機能，ＧＰＳセンサ（GPS:Global Positio
ning System）による位置検出機能等の多岐にわたる機能が設けられ或いは設けられつつ
あるが、各機能毎に使用する部分や使用形態が異なる。
【００１３】
　例えば、テレビジョン放送受信機能を使用する場合は、表示部を横長の状態で固定した
方が、受信したテレビジョン放送を視聴し易い。また、カメラ機能を使用する場合は、シ
ャッタボタン以外の操作キーは殆ど必要がない。また、メールを入力する場合は、カメラ
装置は必要がなく、表示部と操作部が露出していればよい。
【００１４】
　このように各機能毎に、使用する部分や使用形態が異なるため、携帯端末装置もユース



(4) JP 4281908 B2 2009.6.17

10

20

30

40

50

ケース（Use Csse）に合わせて最適な形態に変化可能であることが好ましい。
【００１５】
　本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、装置構成を小型化を図ったうえで
大型の表示部を設けることができ、ユースケース（Use Case）に合わせて最適な形態とす
ることができるような携帯端末装置の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明に係る携帯端末装置は、筐体の一端側に近接する当該筐体の主面部上に設けられ
た操作キー部と、当該筐体の他端側に設けられたカメラ部とを備えた第１の筐体部と、上
記第１の筐体部に重ねた状態でスライド操作可能に支持され、上記第１の筐体部の主面部
と相対向する面部の反対側の面部となる主面部に表示画面部が設けられた第２の筐体部と
を有する。
【００１７】
　また、この携帯端末装置は、上記第１，第２の筐体部に加え、上記第２の筐体部が上記
第１の筐体部全体と重なることで、該第２の筐体部で該第１の筐体部の上記操作キー部及
び上記カメラ部が覆われる位置を基準として、上記第２の筐体部を上記第１の筐体部の他
端側にスライドさせた場合に、上記操作キー部が露出する位置で該第２の筐体部を固定す
る第１の位置と、上記第２の筐体部が上記第１の筐体部全体と重なることで、該第２の筐
体部で該第１の筐体部の上記操作キー部及び上記カメラ部が覆われる位置を基準として、
上記第２の筐体部を上記第１の筐体部の一端側にスライドさせた場合に、上記カメラ部が
露出する位置で該第２の筐体部を固定する第３の位置と、上記第１の位置或いは上記第３
の位置を基準として、上記第２の筐体部を上記第１の筐体部全体と重なるようにスライド
させた場合に、上記操作キー部及び上記カメラ部を覆う位置で該第２の筐体部を固定する
第２の位置との、少なくとも３つの位置に亘って、上記第２の筐体部のスライド位置を固
定するスライド位置固定部を有する。
【００１８】
　この携帯端末装置は、第１の筐体部に対して第２の筐体部がスライド操作可能となって
おり、上記第２の筐体部が上記第１の筐体部全体と重なることで、該第２の筐体部で該第
１の筐体部の上記操作キー部及び上記カメラ部が覆われる位置を基準として、該第２の筐
体部を上記第１の筐体部の他端側にスライドさせた場合に、スライド位置固定部が、上記
操作キー部が露出する「第１の位置」で該第２の筐体部のスライド位置を固定する。
【００１９】
　また、上記第２の筐体部が上記第１の筐体部全体と重なることで、該第２の筐体部で該
第１の筐体部の上記操作キー部及び上記カメラ部が覆われる位置を基準として、上記第２
の筐体部を上記第１の筐体部の一端側にスライドさせた場合、スライド位置固定部が、上
記カメラ部が露出する「第３の位置」で該第２の筐体部のスライド位置を固定する。
【００２０】
　また、上記第１の位置或いは上記第３の位置を基準として、上記第２の筐体部を上記第
１の筐体部全体と重なるようにスライドさせた場合、スライド位置固定部が、上記操作キ
ー部及び上記カメラ部を覆う「第２の位置」で該第２の筐体部のスライド位置を固定する
。
【００２１】
　上記「第１の位置」においては、操作キー部を露出させた状態とすることができるため
、この操作キー部を操作してメールの入力や音声通話等を行うことができる。
【００２２】
　上記「第２の位置」においては、上記操作キー部及び上記カメラ部を含め、第１の筐体
部全体を第２の筐体部で覆うことができるため、第２の筐体部がカバー代わりとなり、操
作キー部の誤操作を防止したうえで、当該携帯端末装置の携帯を可能とすることができる
。
【００２３】
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　上記「第３の位置」においては、カメラ部を露出させた状態とすることができるため、
カメラ部を用いて所望の被写体を撮像することを可能とすることができる。
【００２４】
　このように、当該携帯端末装置は、ユースケースに応じて、第１の筐体部に対して第２
の筐体部をスライド操作することで、当該携帯端末装置の形態を、ユースケースに合った
最適な形態とすることができる。
【００２５】
　また、第１の筐体の主面部上に、該第１の筐体の一端側に近接して操作キー部を設け、
第２の筐体部の主面部上に表示画面部を設けている。このため、第２の筐体部の主面部を
略々全面的に表示画面部とすることができ、大型の表示部を設けることを可能とすること
ができる。
【００２６】
　また、上記第２の筐体部を「第２の位置」にスライド操作することにより、当該携帯端
末装置を、上記第２の筐体部の大きさ（＝第１の筐体部の大きさ）に小型化することがで
きる。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明に係る携帯端末装置は、第１の筐体部に対して第２の筐体部を両方向スライド可
能な構成とすることで、当該携帯端末装置を、ユースケース（Use Case）に合わせて最適
な形態で使用可能とすることができる。
【００２８】
　また、第１の筐体の主面部上に、該第１の筐体の一端側に近接して操作キー部を設け、
第２の筐体部の主面部上に表示画面部を設けることで、第２の筐体部の主面部を略々全面
的に表示画面部とすることができ、大型の表示部を設けることを可能とすることができる
。
【００２９】
　また、上記第２の筐体部を「第２の位置」にスライド操作することにより、当該携帯端
末装置を、上記第２の筐体部の大きさ（＝第１の筐体部の大きさ）に小型化して携帯可能
とすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　本発明は、音声通話機能，メール送受信機能の他、テレビ電話機能，カメラ機能，テレ
ビジョン放送受信機能，位置検出機能，非接触ＩＣ機能等の複数の機能が設けられた携帯
電話機に適用することができる。
【００３１】
　〔携帯電話機の構成〕
　この本発明を実施するための最良の形態となる携帯電話機は、図１に示すようにそれぞ
れ所定の厚みを有する長方形状の第１の筐体部１及び第２の筐体部２を有している。
【００３２】
　第１の筐体部１の主面部１ｃ上には、図２及び図３に示すように当該第１の筐体部１の
一端部１ａ側に近接して操作キー部６が設けられている。また、この第１の筐体部１の他
端部１ｂ側には、カメラ部３が設けられている。このカメラ部３は、主に撮像レンズ及び
固体撮像素子（ＣＣＤ）を有しており、撮像レンズを介して取り込まれた被写体像をＣＣ
Ｄで撮像するようになっている。また、この第１の筐体部１には、図２に示すように上記
操作キー部６が設けられた第１の筐体部１の主面部１ｃの反対側の面部１ｄ上に、一端部
１ａに近接してマイクロホン部７（送話部）が設けられており、他端部１ｂに近接してス
ピーカ部８（受話部）が設けられている。
【００３３】
　第２の筐体部２は、図２に示すスライド支持機構５を介して、第１の筐体部１の主面部
１ｃの長手方向に沿って両方向スライド移動可能となるように、該第１の筐体部１により
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支持されている。具体的には、この第２の筐体部２は、図３中矢印Ａで示す第１の筐体部
１の他端部１ｂ側にスライドさせることで操作キー部６を露出させる第１の位置と、図１
に示すように、第１の筐体部１に略々重なって操作キー部６及びカメラ部３を覆う第２の
位置と、図４中矢印Ｂで示す第１の筐体部１の一端部１ａ側にスライドさせることでカメ
ラ部３を露出させる第３の位置とに亘ってスライド操作可能となるように、第１の筐体部
１により支持されている。
【００３４】
　このような第２の筐体部２には、上記操作キー部６が設けられた第１の筐体部１の主面
部１ｃに相対向する面部２ａの反対側の面部となる主面部２ｂ上に表示画面部４が設けら
れている。この表示画面部４は、例えば液晶表示装置により構成されており、通話先の電
話番号や送受信したメールの内容、或いはカメラ装置で撮像した静止画像及び動画像の他
、テレビジョン受信機能で受信したテレビジョン放送やＧＰＳセンサ（GPS:Global Posit
ioning System）で検出された現在位置（地図情報＋現在位置情報）等が表示されるよう
になっている。
【００３５】
　また、この第２の筐体部２には、図１に示すように一方の長手側面部２ｃ上に、該第２
の筐体部２の一端部２ｄに近接してカメラ部３のシャッタボタン１１が設けられている。
このシャッタボタン１１は、第２の筐体部２が図３に示す第１の位置及び図１に示す第２
の位置にスライド操作された際は、押圧操作されても当該携帯電話機側で何ら動作するこ
とはないのであるが（ノンアクティブ）、該第２の筐体部２が、図４に示すようにカメラ
部３を露出させる第３の位置にスライド操作された際に制御部１２０（図１３）によりア
クティブに制御されるようになっている。制御部１２０は、この第３の位置でシャッタボ
タン１１が押圧操作されると、上記ＣＣＤにより撮像された被写体像の取り込みを行う。
【００３６】
　〔スライド機構の構成〕
　第２の筐体部２をスライド移動させるスライド支持機構５は、図７に示すように、第２
の筐体部２に取付けられた支持板５ａ及び第１の筐体部１に取付けられた支持板５ｂとを
有している。第１の筐体部１側の支持板５ｂには、凸状の一対の支持レール部１３，１３
が設けられている。これら支持レール部１３，１３は、それぞれ第２の筐体部２のスライ
ド方向に形成され、互いに平行となされている。これら支持レール部１３，１３は、基端
側よりも先端側のほうが幅が広くなる断面形状を有して形成されている。
【００３７】
　これに対して、第２の筐体部２側の支持板５ａには、凹状の一対の支持溝部１４，１４
が設けられている。これら支持溝部１４，１４は、それぞれ第２の筐体部２のスライド方
向に形成され、互いに平行となされている。これら支持溝部１４，１４は、支持レール部
１３，１３の形状に対応して、開口端よりも内側のほうが幅が広くなる断面形状を有して
形成されている。
【００３８】
　これら支持レール部１３，１３及び支持溝部１４，１４は、図８に示すように、互いに
嵌合し、図８中矢印Ｄ及び矢印Ｅで示すように第２の筐体部２側の支持板５ａを第１の筐
体部１側の支持板５ｂに対してスライド可能に支持している。第１の筐体部１側の支持板
５ｂの両端側には、図９に示すようにリミット板５ｃ，５ｃが取付けられている。これら
リミット板５ｃ，５ｃは、第２の筐体部２のスライド範囲を、上記第１の位置乃至上記第
３の位置の範囲で規制している。
【００３９】
　また、第１の筐体部１側の支持板５ｂには、第２の筐体部２がスライド移動された際に
、第２の筐体部２側の支持板５ａを、第１の筐体部１側の支持板５ｂ上における上記第１
、第２及び第３の位置に相当する位置に停止させるための第１乃至第３のマグネット１５
，１６，１７が取付けられている。
【００４０】
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　すなわち、第２の筐体部２側の支持板５ａが、第１の筐体部１側の支持板５ｂに設けら
れた第１のマグネット１５に吸引されて停止する位置が上記「第１の位置」となっている
。この状態で、第２の筐体部２に対して、図８中の矢印Ｄ方向の力を加えると、第２の筐
体部２側の支持板５ａが第１のマグネット１５の吸引力に抗して、該第２の筐体部２が矢
印Ｄ方向にスライドする。これにより、第２の筐体部２側の支持板５ａが、第１の筐体部
１側の支持板５ｂに設けられた第２のマグネット１６に吸引され、該第２の筐体部２が上
記「第２の位置」で停止する。さらに、この状態で、第２の筐体部２に対して、図８中の
矢印Ｄ方向の力を加えると、第２の筐体部２側の支持板５ａが第２のマグネット１６の吸
引力に抗して、該第２の筐体部２が矢印Ｄ方向にスライドする。これにより、第２の筐体
部２側の支持板５ａが、第１の筐体部１側の支持板５ｂに設けられた第３のマグネット１
７に吸引され、該第２の筐体部２が上記「第３の位置」で停止する。
【００４１】
　第１の筐体部１側の支持板５ｂには、図８及び図９に示すように、第２の筐体部２のス
ライド位置を検出するスライド位置検出スイッチ２４，２５，２６が取付けられている。
これらスライド位置検出スイッチ２４，２５，２６は、図９に示すように第２の筐体部２
側の支持板５ａが対向する位置にあるときに、この支持板５ａによって押圧操作される。
【００４２】
　制御部１２０（図１３）は、これらスライド位置検出スイッチ２４，２５，２６からの
検出出力に基づいて、第２の筐体部２が第１乃至第３の位置のいずれの位置にあるかを認
識するようになっている。
【００４３】
　なお、このスライド支持機構５において、第２の筐体部２側の支持板５ａを第１の筐体
部１側の支持板５ｂに対して停止させるための構成としては、上述のマグネットを用いた
ものではなく、図１０に示すように、第２の筐体部２側の支持板５ａに屈曲部２０ａを有
する板バネ２０を設けると共に、第１の筐体部１側の支持板５ｂの上記第１乃至第３の位
置に相当する位置に、それぞれ第１～第３の溝部２１，２２，２３を設けた、いわゆるク
リックストップ機構を設けるようにしてもよい。
【００４４】
　このクリックストップ機構は、図１１に示すように、第２の筐体部２側の板バネ２０の
屈曲部２０ａが、第１の筐体部１側に設けられたいずれかの溝部２１～２３に嵌入するこ
とで、上記第１～第３の位置のうち、いずれかの位置で第２の筐体部２を停止させるよう
になっている。
【００４５】
　すなわち、板バネ２０の屈曲部２０ａが、第１の筐体部１側に設けられた第１の溝部２
１に嵌入することで、第２の筐体部２が上記第１の位置で停止する。この状態で、第２の
筐体部２に対して、図８中の矢印Ｄ方向の力を加えると、板バネ２０が第２の筐体部２側
に変形して第１の溝部２１から外れ、該第２の筐体部２が矢印Ｄ方向にスライドする。こ
れにより、板バネ２０の屈曲部２０ａが第２の溝部２２に嵌入し、第２の筐体部２が上記
第２の位置で停止する。さらに、この状態で、第２の筐体部２に対して、図８中の矢印Ｄ
方向の力を加えると、板バネ２０が第２の筐体部２側に変形して第１の溝部２２から外れ
、該第２の筐体部２が矢印Ｄ方向にスライドする。これにより、板バネ２０の屈曲部２０
ａが第３の溝部２３に嵌入し、第２の筐体部２が上記第３の位置で停止する。
【００４６】
　なお、このクリックストップ機構は、第２の筐体部２側の支持板５ａに上記第１～第３
の溝部２１～２３を設け、第１の筐体部１側の支持板５ｂに上記板バネ２０を取付けて構
成するようにしてもよい。
【００４７】
　また、上記スライド支持機構５としては、図１２に示すように第１の筐体部１側の支持
板５ｂの両側部に形成した、内側に屈曲された断面鉤状のレール部１９，１９と、第２の
筐体部２側の支持板５ａの両側部に形成した、上記レール部１９，１９に嵌合して支持さ
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れる条部１８，１８とで形成するようにしてもよい。
【００４８】
　〔カメラ部の回転支持機構〕
　カメラ部３は、図２に示すように回転支持機構１０を介して第１の筐体部１に対して取
付けられている。この回転支持機構１０は、上記第２の筐体部２がスライド移動する方向
と同じ方向の回転軸を有しており、この回転軸回りにカメラ部３を回動操作可能に支持し
ている。
【００４９】
　このカメラ部３は、第２の筐体部２が上記「第１の位置」又は「第２の位置」となって
いるときには、第２の筐体部２に当接してしまうので回転させることができないのである
が、第２の筐体部２が上記「第３の位置」となった際に、第２の筐体部２との当接が解除
され図５中矢印Ｃで示すように回転操作可能となる。
【００５０】
　回転支持機構１０は、カメラ部３の回転角度を所望の回転角度で固定することが可能と
なっている。このため、第２の筐体部２を「第３の位置」にスライドさせたうえで、カメ
ラ部３を回転操作すると、所望の撮影角度を選択できる他、図６に示すように、カメラ部
３を当該携帯電話機の支持脚として機能させることも可能となっている。
【００５１】
　カメラ部３を当該携帯電話機の支持脚として機能させた場合、第２の筐体部２に設けら
れた表示画面部４が斜め上方向を向くように据え置くことが可能となり、ユーザは、この
状態で表示画面部４に表示されるテレビジョン放送等の視聴が可能となっている。なお、
テレビジョン放送等の音声は、図２に示すスピーカ部８を介して発音されるようになって
いる（＝通話時に使用するスピーカ部と、テレビジョン放送等の音声出力用のスピーカ部
とが一つのスピーカ部８で兼用されている。なお、制御部１２０は、通話時（小音量時）
においては音声信号を小利得で増幅して発音制御し、テレビジョン放送等の音声出力時（
大音量時）においては音声信号を大利得で増幅して発音制御することで、スピーカ部８を
介して発音される音声の音量を調整するようになっている。）。
【００５２】
　〔携帯電話機の電気的構成〕
　次に、この携帯電話機のブロック図を図１３に示す。この図１３からわかるように、こ
の携帯電話機は、制御ライン１５０及びデータライン１６０を有している。
【００５３】
　制御ライン１５０には、制御部１２０、通信回路１０２、表示画面部４、操作キー部６
、及びメモリ１０５が接続されている。この制御ライン１５０に接続されている各ブロッ
ク１０２、４，６，１０５は、制御部１２０によって制御されて動作する。
【００５４】
　データライン１６０には、上記表示画面部４、通信回路１０２及び上記メモリ１０５が
接続されている他、マイクロホン部７、スピーカ部８、回転位置検出スイッチ２０５、撮
像制御部２０２、スライド位置検出スイッチ２４～２６及びテレビチューナ部２０４が接
続されている。
【００５５】
　撮像制御部２０２には、カメラ部３が接続されている。この撮像制御部２０２は、制御
部１２０の制御により、カメラ部３を撮像制御すると共に、カメラ部３からの画像情報（
動画像或いは静止画像）をメモリ１０５に記憶制御し、或いは表示画面部４に表示制御す
るようになっている。
【００５６】
　回転位置検出スイッチ２０５は、カメラ部３の回転支持機構１０に設けられており、該
回転支持機構１０の回転位置（＝カメラ部３の回転角度）を検出し、この回転検出出力を
制御部１２０に供給する。
【００５７】
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　スライド位置検出スイッチ２４～２６は、図８を用いて説明したようにスライド支持機
構５に設けられており、第２の筐体部２のスライド位置（上記第１の位置～第３の位置）
を検出し、この検出出力を制御部１２０に供給する。
【００５８】
　テレビチューナ部２０４は、テレビジョンアンテナ１０１ｂで受信されたテレビジョン
信号のうち、制御部１２０から指定されたチャンネル（＝ユーザにより指定されたチャン
ネル）を選局する。制御部１２０は、このテレビチューナ部２０４により選局されたチャ
ンネルの映像情報を表示画面部４に表示制御し、音声情報をスピーカ部８を介して発音制
御する。
【００５９】
　〔携帯電話機の機能及び動作〕
　（第２の位置）
　まず、この携帯電話機は、携帯する場合、図１に示すように第１の筐体部１と第２の筐
体部２とを全体的に重ね合わせた状態として携帯する。この状態は、図８に示す第２の筐
体部２の支持板５ａが、第１の筐体部１の支持板５ｂに設けられた第２のマグネット１６
に吸引され、該第２の筐体部２が上記「第２の位置」で停止している状態である。
【００６０】
　第２の筐体部２が、この第２の位置に位置している状態は、スライド位置検出スイッチ
２５により検出される。スライド位置検出スイッチ２５は、この位置検出出力を、図１３
に示す制御部１２０に供給する。制御部１２０は、スライド位置検出スイッチ２５からの
位置検出出力が供給されると、第２の筐体部２が「第２の位置」で停止していることを認
識し、基地局との間において所定時間毎に通信（間欠受信）を行う待ち受けモードとなる
。
【００６１】
　この状態においては、第２の筐体部２により、第１の筐体部１に設けられている操作キ
ー部６が全体的に被覆されているため、当該携帯電話機をカバンやポケットに入れて携帯
した場合に操作キー部６が誤操作される不都合を防止することができる。
【００６２】
　また、この状態においては、第２の筐体部２がカメラ部３までも被覆することとなるた
め、カメラ部３が誤って回転操作される不都合も防止することができる。
【００６３】
　また、この携帯電話機の場合、第１の筐体部１に操作キー部６を設け、第２の筐体部２
に表示画面部４を設ける等のように、操作キー部６と表示画面部４とを別々の筐体に設け
ている。このため、第２の筐体部２の主面部２ｂ全体を表示画面部として用いることがで
き、大型の表示画面部を設けることができる。
【００６４】
　また、この携帯電話機は、スライド操作により、第１の筐体部１と第２の筐体部２とを
全体的に重ね合わせた状態で携帯することができる。このため、当該携帯電話機の全長を
、第１の筐体部１分の長さ（＝第２の筐体部２分の長さ）とすることができ、当該携帯電
話機を極めて小型化した状態で携帯することができる。
【００６５】
　なお、図１においてシャッタボタン１１が露出しているが、このシャッタボタン１１は
、前述のようにカメラ部３が露出する「第３の位置」でアクティブとなるため、携帯時に
おいて誤操作されることはない。
【００６６】
　ここで、この携帯電話機には、外部に設けられたリーダライタとの間で非接触通信を行
う非接触ＩＣ機能が設けられている。この非接触ＩＣ機能は、第２の筐体部２が「第２の
位置」となっている状態で機能させることができる。
【００６７】
　例えば、非接触ＩＣに対して定期券情報や乗車券情報が記憶されていたとすると、ユー
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ザは、駅の自動改札機を通過する際に、該自動改札機に設けられたリーダライタに対して
、当該携帯電話機を、この第２の筐体部２が「第２の位置」となっている状態のまま近接
させる。これにより、リーダライタと当該携帯電話機との間で非接触通信が行われ、自動
改札が行われることとなる。従って、当該携帯電話機を、この第２の筐体部２が「第２の
位置」となっている状態で、定期券或いは乗車券として用いることができる。
【００６８】
　また、非接触ＩＣに対して入金金額情報が記憶されていたとすると、ユーザは、店舗や
銀行等に設けられたリーダライタに対して、当該携帯電話機を、この第２の筐体部２が「
第２の位置」となっている状態のまま近接させる。これにより、リーダライタと当該携帯
電話機との間で非接触通信が行われ、上記入金情報に対して課金処理或いは加金処理が行
われる。従って、当該携帯電話機を、この第２の筐体部２が「第２の位置」となっている
状態で、ユーザの財布として用いることができる。
【００６９】
　（第１の位置）
　次に、発信時、着信時、メールの入力時等の操作キー部６を操作する際、ユーザは、図
３中矢印Ａ方向に第２の筐体部２をスライド操作して操作キー部６を露出させる。この状
態は、図８に示す第２の筐体部２の支持板５ａが、第１の筐体部１の支持板５ｂに設けら
れた第１のマグネット１５に吸引され、該第２の筐体部２が上記「第１の位置」で停止し
ている状態である。
【００７０】
　第２の筐体部２が、この第１の位置に位置している状態は、スライド位置検出スイッチ
２４により検出される。スライド位置検出スイッチ２４は、この位置検出出力を、図１３
に示す制御部１２０に供給する。制御部１２０は、スライド位置検出スイッチ２４からの
位置検出出力が供給されると、第２の筐体部２が「第１の位置」で停止していることを認
識する。
【００７１】
　この「第１の位置」に第２の筐体部２をスライド移動させると操作キー部６が露出して
操作可能となり、以下の各機能を用いることができる。
【００７２】
　（音声通話機能及びテレビ電話機能）
　着信時において、オフフックキー６ｂを押圧操作すると、制御部１２０が通信回路１０
２を制御して発信先との通信回線を確立する。これにより、音声通話或いはテレビ電話に
よる通信を行うことができる。
【００７３】
　また、送信時には、ユーザは、テンキーを操作して所望の電話番号の入力を行い、或い
は電話帳（メモリ１０５）に記憶されている送信先の中から所望の送信先を選択し、オフ
フックキー６ｂを押圧操作する。制御部１２０は、通信回路１０２を制御して、送信先の
電話番号情報や当該携帯電話機の端末情報を基地局に送信する。これにより、所望の送信
先に対して音声電話をかけることができ、或いはテレビ電話による通信を行うことができ
る。
【００７４】
　そして、終話或いは通信終了の際にオンフックキー６ａが押圧操作されたことを検出す
ると、制御部１２０は、通信回路１０２を制御して、確立されている通信ラインをクロー
ズし、再び、待ち受けモードに戻る。
【００７５】
　なお、この例では、第２の筐体部２を第１の位置にスライド操作した場合に露出する操
作キー部６にオンフックキー６ａ及びオフフックキー６ｂを設けることとしたが、このオ
ンフックキー６ａ及びオフフックキー６ｂは、例えば図３に示すシャッタボタン１１と並
べて第２の筐体部２の長手側面部２ｃ上に設けてもよい。この場合、制御部１２０は、着
信を検出したタイミングでオンフックキー６ａ及びオフフックキー６ｂをアクティブに制
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御する。また、制御部１２０は、終話の際にオンフックキー６ａの押圧操作を検出したタ
イミングで、該オンフックキー６ａ及びオフフックキー６ｂをノンアクティブに制御する
。これにより、携帯時の誤操作を防止したうえで、着信時にこの携帯状態のまま通話を可
能とすることができる。
【００７６】
　（メールの作成）
　メールの作成を行う場合、ユーザは、操作キー部６を操作してメーラのアプリケーショ
ンの起動を指定し、テンキーを押圧操作することで、該テンキーに割り当てられた文字情
報の入力を行う。制御部１２０は、メーラのアプリケーションの起動操作を検出すると、
メモリ１０５に記憶されているメーラのアプリケーションを起動制御し、メールの入力画
面を表示画面部４に表示制御する。そして、ユーザによりテンキーが押圧操作される毎に
、このテンキーに割り当てられた文字を表示画面部４に表示制御する。これにより、メー
ルを作成することができる。
【００７７】
　（テレビジョン放送の視聴）
　テレビジョン放送の視聴を行う場合、ユーザは、操作キー部６を操作してテレビジョン
放送受信用のアプリケーションの起動を指定し、所望のチャンネルの選択操作を行う。制
御部１２０は、テレビジョン放送受信用のアプリケーションの起動操作を検出すると、メ
モリ１０５に記憶されているテレビジョン放送受信用のアプリケーションを起動制御する
と共に、ユーザにより指定されたチャンネルのテレビジョン放送を選局するようにテレビ
チューナ部２０４を選局制御する。そして、テレビチューナ部２０４により選局されたチ
ャンネルのテレビジョン放送の映像を表示画面部４に表示制御し、該選局されたチャンネ
ルのテレビジョン放送の音声をスピーカ部８を介して発音制御する。これにより、ユーザ
は、所望のチャンネルのテレビジョン放送を視聴することができる。
【００７８】
　（現在位置の測定）
　現在位置を測定する場合、ユーザは、操作キー部６を操作して現在位置測定用のアプリ
ケーションの起動を指定する。制御部１２０は、この指定を検出すると、メモリ１０５に
記憶されている現在位置測定用のアプリケーションを起動制御すると共に、ＧＰＳセンサ
を駆動制御する。そして、このＧＰＳセンサにより受信された位置情報に基づいて、制御
部１２０が現在位置を算出する。
【００７９】
　制御部１２０は、通信回路１０２を介して地図情報が記憶された所定のＷｅｂサイトと
通信することで、上記算出した現在位置に対応する地図情報を、該Ｗｅｂサイトから取り
込み、この地図情報に、現在位置を示すアイコンを重畳して表示画面部４に表示制御する
。これにより、ユーザは、表示画面部４に表示制御された地図を見ることで現在位置を認
識することができる。
【００８０】
　なお、メモリ１０５に地図情報を記憶しておき、このメモリ１０５から、上記算出した
現在位置に対応する範囲の地図情報を読み出して表示するようにしてもよい。
【００８１】
　（第２の位置に対する所望のモードのプリセット）
　ここで、当該携帯電話機は、第２の筐体部２を、この第１の位置にスライド操作した場
合における動作モードを予め選択して設定可能となっている。
【００８２】
　一例ではあるが、この携帯電話機の場合、第２の筐体部２を第１の位置にスライド操作
した場合の動作モードとして、「通話モード」及び「メール入力モード」のいずれかを選
択可能となっている。この選択されたモードを示す情報はメモリ１０５に記憶され、第２
の筐体部２が第１の位置にスライド操作されたことを制御部１２０が検出した際に、該制
御部１２０により読み出されるようになっている。制御部１２０は、このメモリ１０５か
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ら読み出した上記モードを示す情報に対応して各部を制御する。
【００８３】
　具体的には、「通話モード」が設定されていた場合、制御部１２０は、着信時において
第２の筐体部２が第１の位置にスライド移動したことを検出すると、ユーザのボタン操作
を待たずに自動的に通話回線を接続するように通信回路１０２を制御する。これにより、
ユーザは、着信時に第２の筐体部２を第１の位置にスライド操作するだけで、通話を開始
することができる。
【００８４】
　これに対して「メール入力モード」が設定されていた場合、制御部１２０は、第２の筐
体部２が第１の位置にスライド移動したことを検出すると、上記メーラのアプリケーショ
ンを起動して表示画面部４を介してメールの入力画面を表示制御する。これにより、ユー
ザは、第２の筐体部２を第１の位置にスライド操作するだけで、自動的にメールの入力画
面を表示させることができる。
【００８５】
　（第３の位置）
　次に、カメラ部３を用いて所望の被写体の撮像を行う際（或いは、テレビジョン放送や
モバイルムービー等のコンテンツを視聴する際）、ユーザは、図４中矢印Ｂ方向に第２の
筐体部２をスライド操作してカメラ部３を露出させる。この状態は、図８に示す第２の筐
体部２の支持板５ａが、第１の筐体部１の支持板５ｂに設けられた第３のマグネット１７
に吸引され、該第２の筐体部２が上記「第３の位置」で停止している状態である。
【００８６】
　第２の筐体部２が、この第３の位置に位置している状態は、スライド位置検出スイッチ
２６により検出される。スライド位置検出スイッチ２６は、この位置検出出力を、図１３
に示す制御部１２０に供給する。制御部１２０は、スライド位置検出スイッチ２６からの
位置検出出力が供給されると、第２の筐体部２が「第３の位置」で停止していることを認
識する。
【００８７】
　（カメラモードへの自動移行）
　制御部１２０は、この「第３の位置」に第２の筐体部２がスライド操作されたことを検
出すると、メモリ１０５に記憶されているカメラ用のアプリケーションを起動し、カメラ
部３を駆動状態に制御する。カメラ部３が駆動状態に制御されると、撮像制御部２０２は
、所定時間毎にカメラ部３で撮像された画像の取り込みを行う。制御部１２０は、この撮
像制御部２０２で取り込まれた画像を表示画面部４に表示制御する。これにより、表示画
面部４に対して、現在、カメラ部３により撮像されている画像が連続的に表示されること
となる。ユーザは、この表示画面部４に表示される画像を見ながら撮像位置を調整し、シ
ャッタボタン１１を押圧操作する。
【００８８】
　ここで、当該携帯電話機の場合、動画像を撮像する「動画モード」及び静止画像を撮像
する「静止画モード」のうち、いずれかのモードを、第２の筐体部２が「第３の位置」に
スライド操作された際に移行するモードとして予めプリセットすることが可能となってい
る。このプリセット情報は、メモリ１０５に記憶されており、第２の筐体部２が「第３の
位置」にスライド操作された際に、制御部１２０が、このメモリ１０５からプリセット情
報を読み出し、動画像或いは静止画像を撮像するように各部を制御する。
【００８９】
　具体的には、「動画モード」がプリセットされていた場合、制御部１２０は、シャッタ
ボタン１１が最初に押圧操作されたタイミングでカメラ部３により撮像された動画の取り
込みを開始するように撮像制御部２０２を制御する。そして、この取り込み開始から所定
時間経過後、或いはシャッタボタン１１が、再度、押圧操作されたタイミングで、カメラ
部３により撮像された動画の取り込みを終了するように撮像制御部２０２を制御すると共
に、この撮像された動画像をメモリ１０５に記憶制御する。
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【００９０】
　これにより、ユーザは、第２の筐体部２を「第３の位置」にスライド操作してシャッタ
ボタン１１を押圧操作するだけで動画像の撮像を行うことができる。
【００９１】
　これに対して、「静止画モード」がプリセットされていた場合、制御部１２０は、シャ
ッタボタン１１が押圧操作されたタイミングで、カメラ部３により撮像された静止画像の
取り込みを行うように撮像制御部２０２を制御すると共に、この取り込まれた静止画像を
メモリ１０５に記憶制御する。
【００９２】
　これにより、ユーザは、第２の筐体部２を「第３の位置」にスライド操作してシャッタ
ボタン１１を押圧操作するだけで静止画像の撮像を行うことができる。
【００９３】
　（回転角度に対する所望のモードのプリセット）
　ここで、前述のようにカメラ部３は回転支持機構１０により第２の筐体部２に接続され
ており、第２の筐体部２がこの「第３の位置」となった際、図５中矢印Ｃで示すように該
カメラ部３を回転操作することが可能となる。当該携帯電話機は、カメラ部３を所定の回
転角度まで回転操作した場合における動作モードを、予め設定可能となっている。
【００９４】
　一例ではあるが、この携帯電話機の場合、カメラ部３を所定の回転角度まで回転操作し
た場合の動作モードとして、「テレビモード」及び「映像コンテンツ視聴モード」等の映
像モードを設定可能となっている。この選択されたモードを示す情報はメモリ１０５に記
憶され、制御部１２０が、カメラ部３が所定の回転角度まで回転操作されたことを検出し
た際に、該制御部１２０により読み出される。制御部１２０は、このメモリ１０５から読
み出した上記モードを示す情報に対応して各部を制御する。
【００９５】
　（テレビモードへの自動移行）
　具体的には、図１３に示す回転位置検出スイッチ２０５は、回転支持機構１０の回転位
置（回転角度）を検出しており、この回転検出出力を制御部１２０に供給している。制御
部１２０は、この回転検出出力に基づいて、カメラ部３の回転角度を監視しているのであ
るが、該カメラ部３が、図６に示すように表示画面部４を斜め上方向を向くように据え置
くことが可能な回転角度まで回転操作されたことを検出すると、メモリ１０５に記憶され
ている情報に基づいて、上記選択された映像モードを検出する。
【００９６】
　この検出した映像モードが「テレビモード」であった場合、制御部１２０は、メモリ１
０５に記憶されているテレビジョン放送受信用のアプリケーションを読み出す。そして、
このアプリケーションに基づいて、前述のようにテレビチューナ部２０４により選局され
たチャンネルのテレビジョン放送の映像を表示画面部４に表示制御し、該選局されたチャ
ンネルのテレビジョン放送の音声をスピーカ部８を介して発音制御する。これにより、所
望のチャンネルのテレビジョン放送を視聴することができる。
【００９７】
　なお、カメラ部３が所定の回転角度まで回転操作されることでテレビモードへ移行した
場合、一例ではあるが、シャッタボタン１１がチャンネルの選局ボタンとなる。すなわち
、この場合、制御部１２０は、シャッタボタン１１が１回押圧操作される毎に、選局する
チャンネルを順次切り替えるようにテレビチューナ部２０４を選局制御する。
【００９８】
　（映像コンテンツ視聴モードへの自動移行）
　これに対して、制御部１２０は、上記カメラ部３の回転操作をトリガとして検出した映
像モードが「映像コンテンツ視聴モード」であった場合、メモリ１０５に記憶されている
映像コンテンツ受信用のアプリケーションを読み出し、このアプリケーションに基づいて
、通信回路１０２等を制御し、例えばパケットデータで送信される映画やライブ映像等の
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映像コンテンツをアンテナ１０１ａ及び通信回路１０２を介して取り込む。そして、この
映像コンテンツに対応する映像及び音声を再生（復号化処理等）し、該映像を表示画面部
４に表示制御し、該音声をスピーカ部８を介して発音制御する。これにより、映像コンテ
ンツを視聴することができる。
【００９９】
　このように当該携帯電話機は、第２の筐体部２を「第３の位置」にスライド操作して、
カメラ部３を所定の回転角度まで回転操作するだけで、テレビジョン放送や映像コンテン
ツ等の映像を視聴することができる。
【０１００】
　また、このようなカメラ部３の回転操作により、該カメラ部３を当該携帯電話機の支持
脚として機能させることができ、表示画面部４が斜め上方向を向くように当該携帯電話機
を据え置いた状態でテレビジョン放送や映像コンテンツの視聴を行うことができる。
【０１０１】
　なお、この例では、カメラ部３が当該携帯電話機を据え置くことが可能となる角度まで
回転操作された際に、自動的にテレビモードや映像コンテンツ視聴モードに移行すること
としたが、これは、カメラ部３が当該携帯電話機を据え置くことが可能となる角度まで回
転操作された際に、メモリ１０５に記憶されている動画像（或いは静止画像）を再生する
モードに移行するようにしてもよい。また、メモリに記憶されている受信メールや送信メ
ールを表示するモードに移行するようにしてもよい。
【０１０２】
　〔実施の形態の効果〕
　以上の説明から明らかなように、この実施の形態の携帯電話機は、第１の筐体部１に対
して第２の筐体部２がスライド操作可能となっているため、当該携帯電話機の形態を、ユ
ースケースに合った最適な形態とすることができる。
【０１０３】
　また、第１の筐体部１の主面部上に、該第１の筐体部１の一端側に近接して操作キー部
６を設け、第２の筐体部２の主面部上に表示画面部４を設けている。このため、第２の筐
体部２の主面部を略々全面的に表示画面とすることができ、大型の表示部を設けることを
可能とすることができる。
【０１０４】
　また、上記第２の筐体部２を「第２の位置」にスライド操作することにより、当該携帯
電話機を、上記第２の筐体部２の大きさ（＝第１の筐体部１の大きさ）に小型化して携帯
することができる。
【０１０５】
　なお、上述の実施の形態は本発明の一例である。このため、本発明は、上述の実施の形
態に限定されることはなく、上記実施の形態以外であっても、本発明に係る技術的思想を
逸脱しない範囲であれば、設計等に応じて種々の変更が可能であることは勿論であること
を付け加えておく。
【図面の簡単な説明】
【０１０６】
【図１】本発明を適用した実施の形態の携帯電話機の第２の筐体部を第２の位置にスライ
ド操作した状態を示す斜視図である。
【図２】実施の形態の携帯電話機の構成を示す透視的な側面図である。
【図３】実施の形態の携帯電話機の第２の筐体部を第１の位置にスライド操作した状態を
示す斜視図である。
【図４】実施の形態の携帯電話機の第２の筐体部を第３の位置にスライド操作した状態を
示す斜視図である。
【図５】実施の形態の携帯電話機の第２の筐体部を第３の位置にスライド操作した際に、
カメラ部が回転操作可能となる様子を示す斜視図である。
【図６】実施の形態の携帯電話機の第２の筐体部を第３の位置にスライド操作した際に、
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カメラ部を回転操作することで、該カメラ部を当該携帯電話機の支持脚として機能させた
様子を示すカメラ部側から見た側面図である。
【図７】実施の形態の携帯電話機のスライド支持機構の構成を示す断面図である。
【図８】実施の形態の携帯電話機のスライド支持機構の構成を示す分解斜視図である。
【図９】実施の形態の携帯電話機のスライド支持機構に設けられているスライド位置検出
スイッチを示す側面図である。
【図１０】上記スライド支持機構の他の構成例を示す分解斜視図である。
【図１１】上記他の構成例となるスライド支持機構の要部の構成を示す側面図である。
【図１２】上記スライド支持機構のさらに他の構成例を示す断面図である。
【図１３】実施の形態の携帯電話機の回路構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【０１０７】
　１　第１の筐体部、２　第２の筐体部、３　カメラ部、４　表示画面部、５　スライド
支持機構、６　操作キー部、７　マイクロホン部、８　スピーカ部、９　撮像レンズ、１
０　回転支持機構、１１　シャッタボタン、２４～２６　スライド位置検出スイッチ、２
０４　テレビチューナ部、２０５　回転位置検出スイッチ

【図１】

【図２】

【図３】
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【図１３】
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